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■第２６６回食品安全委員会会合■

日時：平成２０年１２月１１日（木）１４：００～１４：４５

場所：食品安全委員会　大会議室

傍聴者数：１５名

議事概要：

（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（照会）

・と畜場法第９条の規定に基づき定められたと畜場法施行規則第７条第１項各号に掲げると畜業者等の講ずべき措置に係る

基準に、とさつに当たっては、ピッシング（とさつ時のワイヤーによる脳及びせき髄の破壊）を行わないことを新たに追加する場

合

・厚生労働省から説明。

・平成１７年５月に通知した食品健康影響評価の結果に基づいてなされるものであることから、食品安全基本法第１１条第１項

第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認された。

（２）食品安全基本法第２４条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

１）ノバルロン

・厚生労働省から説明。

・農薬専門調査会において審議することとなった。

＊殺虫剤で、キャベツ、トマト、いちご等に使用し、ふきへの適用拡大申請及びとうがらしへのインポートトレランス(国外で使用

される農薬等に係る残留基準)申請がされています。

２）ピラクロストロビン

・厚生労働省から説明。

・農薬専門調査会において審議することとなった。

＊殺菌剤で、りんご、きゅうり、かぼちゃ等に使用し、かき、うめ、すももへの適用拡大申請がされています。

３）ボスカリド

・厚生労働省から説明。

・農薬専門調査会において審議することとなった。

＊殺菌剤で、ぶどう、りんご、なす等に使用し、ししとう、かき、うめ、すもも等への適用拡大申請がされています。

４）メタアルデヒド

・厚生労働省から説明。

・農薬専門調査会において審議することとなった。

＊殺虫剤で、稲に使用し、みかん及びレタスへの適用拡大申請及び魚介類への残留基準値の設定要請がされています。

５）メトミノストロビン

・厚生労働省から説明。

・農薬専門調査会において審議することとなった。

＊殺菌剤で、稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定要請がされています。また、ポジティブリスト制度に伴う残留基準（い

わゆる暫定基準）が設定されています。

（３）動物用医薬品専門調査会における審議状況について

１）「鶏伝染性気管支炎生ワクチン（アビテクトＩＢ／ＡＫ）」に関する意見・情報の募集について

・評価書（案）について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。

＊鶏伝染性気管支炎の予防を目的とした鶏用の生ワクチンです。

２）「鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチン（ノビリスＡＥ＋Ｐｏｘ）」に関する意見・情報の募集について

・評価書（案）について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。

＊鶏脳脊髄炎、鶏痘の予防を目的とした鶏用の生ワクチンです。

３）「塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム及び酢酸ナトリウムを有効成分とする牛の注射剤（酢酸リンゲル－Ｖ注射

液）並びに塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム及び酢酸ナトリウム」に関する意見・情報の募集について

・評価書（案）について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。

＊牛の細胞外液の補給及びアシドーシスの補正を目的とした牛用の注射剤です。

（４）食品安全基本法第２４条に基づく委員会の意見の聴取について

１）ジクロスラム

・「ジクロスラムの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を、０．０５ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機

関（厚生労働省）へ通知されることとなった。

＊除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定さ

れています。

２）ヘキサジノン
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・「ヘキサジノンのＡＤＩを、０．０４９ｍｇ／ｋｇ体重／日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）へ

通知されることとなった。

＊除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定さ

れています。
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